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は
じ
め
に

今
年
の
正
月
三
日
ま
で
、
宮
た
ち
の
御
戴
餅
に
日
々
に
ま
う
の
ぼ
ら
せ
た

ま
ふ
、
御
供
に
、
み
な
上
臈
も
ま
ゐ
る　
　　＊１

　

紫
式
部
は
、
藤
原
道
長
は
じ
め
多
く
の
人
に
待
ち
望
ま
れ
た
一
条
天
皇
中
宮

藤
原
彰
子
の
出
産
の
様
子
や
、
二
人
の
皇
子
た
ち
の
生
育
儀
礼
を
、
参
列
し
た

一
人
と
し
て
、
活
写
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
一
部
で
あ
る
。
寛
弘
七
年（
一

〇
一
〇
）、
敦
成
親
王
三
歳
と
敦
良
親
王
二
歳
が
、
元
旦
か
ら
三
日
間
、
御
戴
餅

の
儀
式
の
た
め
に
、
父
一
条
天
皇
の
居
る
清
涼
殿
に
の
ぼ
る
お
供
に
、
上
級
の

女
房
た
ち
が
皆
参
上
し
た
、
と
あ
る
。

左
衛
門
の
督
抱
き
た
て
ま
つ
り
給
て
、
殿
、
餅
は
と
り
つ
ぎ
て
、
主
上
に

た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
二
間
の
東
の
戸
に
む
か
ひ
て
、
主
上
の
戴
か
せ

た
て
ま
つ
ら
せ
給
な
り
。
お
り
の
ぼ
ら
せ
給
儀
式
、
見
物
な
り
。
大
宮
は

の
ぼ
ら
せ
給
は
ず　
　　＊２

　

左
衛
門
督
で
あ
る
頼
通
が
、
若
宮
を
お
抱
き
申
し
あ
げ
て
、
殿
（
道
長
）
が

お
餅
を
取
り
次
い
で
、
主
上
に
お
さ
し
あ
げ
な
さ
る
。
二
間
の
東
の
扉
に
面
し

た
と
こ
ろ
で
、
主
上
が
若
宮
た
ち
の
お
つ
む
に
、
お
餅
を
戴
か
せ
な
さ
る
の
で

あ
る
。
毎
日
、
若
宮
た
ち
が
清
涼
殿
と
の
間
を
、
参
上
し
た
り
退
下
し
た
り
な

さ
る
儀
式
は
、
す
ば
ら
し
い
見
物
で
あ
る
。
母
宮
様
は
、
御
参
上
な
さ
ら
な
い
。

　

十
一
世
紀
の
初
頭
、
正
月
の
三
が
日
、
宮
中
で
、
二
歳
と
三
歳
の
童
の
頭
に

餅
を
戴
か
せ
る
儀
式
が
華
や
か
に
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
の
儀
式
は
父
居
住
の
空

間
で
行
わ
れ
、
父
が
頭
に
戴
い
た
こ
と
、
母
親
は
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
、
な

ど
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
正
月
の
年
中
行
事
で
あ
り
、
子
ど
も
の
成
育
儀
礼
の
一
つ
で
も
あ
る
戴

餅
に
つ
い
て
は
、
四
十
年
程
前
に
刊
行
さ
れ
た
中
村
義
雄
『
王
朝
の
風
俗
と
文

学
』　
以
来
、
さ
ほ
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
『
紫
式
部
日
記
』
に

　＊３

は
、
華
や
か
な
正
月
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
源
氏
物
語
』
に
は
一
例
も
な
い
こ
と
も
そ
の
要
因
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、

子
ど
も
の
成
育
儀
礼
と
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
す
ま
い
。

平
安
時
代
の
子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
生
育
儀
礼
に
は
、
当
該
期
の
子
ど
も
認

識
や
、
人
々
の
成
長
を
願
う
心
性
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

儀
礼
に
は
、
華
や
か
な
儀
式
を
通
し
て
様
々
な
権
威
を
付
与
し
た
り
、
再
確
認

す
る
含
意
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
意
義
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
小
稿
は
、

平
安
時
代
の
生
育
儀
礼
と
し
て
の
戴
餅
を
検
討
し
た
い
。
な
お
、
戴
餅
は
、
正

（
一
）

戴　
　

餅

　
　

│
平
安
王
朝
社
会
の
生
育
儀
礼

服　

藤　

早　

苗

─ １９０ ─



戴　　餅

月
に
行
わ
れ
る
か
ら
年
中
行
事
に
分
類
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
子
ど

も
の
成
育
の
節
目
に
行
わ
れ
る
生
育
儀
礼
に
入
れ
る
こ
と
に
異
論
も
あ
る
と
推

察
さ
れ
る
が
、
少
児
の
長
寿
を
祈
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
一
定
の
年
齢
だ
け
に

行
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
り
、
生
育
儀
礼
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
お
き
た
い
。

第
一
章　

戴
餅
の
成
立
と
変
容

１　

成
立
期
の
戴
餅

　

寛
弘
七
年
、
一
条
天
皇
の
第
二
皇
子
敦
成
親
王
と
第
三
皇
子
敦
良
親
王
が
正

月
元
日
か
ら
三
日
ま
で
の
三
日
間
行
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
が
、
戴
餅
の
初

見
史
料
は
、
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
正
月
一
日
（
丁
酉
）
の
戴
餅
で
あ
る
。

前
年
の
十
二
月
二
十
九
日
、
蔵
人
頭
藤
原
行
成
が
一
条
天
皇
に
次
の
よ
う
に
命

じ
ら
れ
る
。

仰
せ
て
云
く
、
一
親
王
（
敦
康
親
王
）
戴
餅
、
幼
少
時
の
例
の
事
な
り
、

奉
仕
す
べ
き
人
無
し
、
汝
奉
仕
す
べ
し
。
又
、
二
親
王
、
右
近
中
将
源
朝

臣
奉
仕
す
べ
し
、
仰
す
べ
し
、
又
、
こ
の
由
を
左
大
臣
の
許
に
仰
す
べ
し

と
者
り　
　　＊４

一
条
天
皇
は
、
故
皇
后
定
子
所
生
の
第
一
皇
子
敦
康
親
王
と
第
二
皇
女 

子
内

親
王
の
戴
餅
を
奉
仕
す
る
べ
き
人
が
い
な
い
の
で
、
敦
康
親
王
は
藤
原
行
成
、

 

子
内
親
王
は
右
近
衛
中
将
源
俊
賢
が
奉
仕
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
藤
原

行
成
は
、
敦
康
親
王
の
政
所
別
当
で
あ
っ
た
か
ら
、
奉
仕
を
命
じ
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う　
。
翌
日
の
元
旦
早
朝
に
、
道
長
に
拝
謁
す
る
。

　　＊５
昨
夕
の
勅
命
の
旨
を
申
す
。
戴
餅
の
事
を
申
さ
る
に
、
女
は
五
歳
、
男
は

□
歳
以
前
の
事
な
り
と
云
　々

　　＊６

「
云
々
」
の
文
言
か
ら
し
て
、
道
長
が
、
戴
餅
の
事
は
、
女
は
五
歳
、
男
は
□
歳

と
言
っ
た
よ
う
で
あ
る
。　

□
に
は
ど
の
様
な
数
字
が
入
る
か
は
、
後
に
考
察

す
る
こ
と
に
す
る
が
、
道
長
の
承
諾
を
得
た
行
成
は
源
俊
賢
の
許
に
赴
き
、
一

緒
に
参
内
し
、
奉
仕
し
て
い
る
。
行
成
の
日
記
の
文
言
か
ら
し
て
、
行
成
は
戴

餅
の
事
を
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、『
権
記
』
に
は
、

こ
れ
以
外
に
戴
餅
の
史
料
は
見
え
ず
、
自
身
の
子
ど
も
た
ち
に
は
行
わ
な
か
っ

た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。

　

次
の
戴
餅
史
料
は
、『
栄
花
物
語
』
巻
八
は
つ
は
な
で
あ
る
。

寛
弘
五
年
に
な
り
ぬ
れ
ば
（
中
略
）
い
と
姫
君
二
つ
三
つ
ば
か
り
に
て
お

は
し
ま
せ
ば
、
と
の
の
御
前
御
戴
餅
せ
さ
せ
給
は
ん
ず
る
に
、「
御
装
束
ま

だ
奉
ら
ね
ば
、
し
ば
し
」
と
宣
は
す
。（
中
略
）
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
ま
ま
に
、

う
る
は
し
き
御
装
に
て
、
い
と
若
君
の
御
戴
餅
せ
さ
せ
奉
ら
せ
給　
　　＊７

い
と
姫
君
は
、
藤
原
道
長
と
北
方
源
倫
子
と
の
間
の
第
四
女
嬉
子
で
、『
御
堂
関

白
記
』
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
正
月
五
日
の
「
昨
酉
時
ば
か
り
よ
り
女
方
重

く
悩
む
。
是
産
の
事
に
依
る
な
り
。
卯
時
女
子
生
ま
る
。
巳
時
臍
緒
を
切
り
、

乳
を
付
く
」　

と
あ
り
、
昨
年
誕
生
し
て
い
る
か
ら
、
二
歳
で
あ
る
。
元
旦
に
、

　　＊８

道
長
が
宮
中
に
出
仕
す
る
前
に
行
わ
れ
た
事
が
う
か
が
え
る
。

　

つ
い
で
、
前
述
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
記
述
で
あ
る
が
、
寛
弘
七
年
の
前
年

に
も
戴
餅
が
記
さ
れ
て
い
る
。

正
月
一
日
、
言
忌
も
し
あ
へ
ず
。
坎
日
な
り
け
れ
ば
、
若
宮
の
御
戴
餅
の

こ
と
、
と
ま
り
ぬ
。
三
日
ぞ
ま
う
の
ぼ
ら
せ
給
ふ
。（
中
略
）
宰
相
の
君
の
、

御
佩
刀
と
り
て
、
殿
の
抱
き
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
る
に
つ
ゞ
き
て
、
ま
う

の
ぼ
り
給
ふ　
　　＊９

寛
弘
六
年
の
戴
餅
は
、
前
年
に
誕
生
し
た
敦
成
親
王
で
二
歳
で
あ
る
。
一
日

（
丁
巳
）
は
坎
日
だ
っ
た
の
で
、
三
日
（
己
未
）
に
は
じ
め
て
戴
餅
を
行
っ
た
こ

と
、
こ
こ
で
も
清
涼
殿
に
の
ぼ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
道
長
が
戴
い
た
こ
と
な

ど
が
う
か
が
え
る
。

（
二
）

─ １８９ ─



　

さ
ら
に
、『
栄
花
物
語
』
巻
二
十
一
後
く
ゐ
の
大
将
、
で
は
、
前
年
の
治
安
三

年
（
一
〇
二
三
）
十
二
月
二
十
七
日
に
藤
原
教
通
の
北
方
公
任
女
が
出
産
し
た

た
め
、
浮
気
者
の
教
通
も
さ
す
が
に
女
の
も
と
に
出
歩
か
な
い
の
で
、「
心
の
ど

か
に
君
達
の
御
戴
餅
な
ど
、
聞
き
に
く
き
ま
で
祝
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
」、
と
記

さ
れ
る
。
当
時
、
教
通
北
方
で
あ
る
公
任
女
所
生
の
子
ど
も
は
、
長
男
信
家
七

歳
、
次
男
通
基
四
歳
、
三
男
信
家
三
歳
、
新
生
児
二
歳
と
四
人
の
子
ど
も
が
い

た
が
、
ど
の
子
ど
も
た
ち
の
戴
餅
を
行
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
正
月
一
日
（
丁
酉
）、「
姫
宮
の
御
戴
餅
に
参
る
。

大
夫
奉
仕
さ
る
」　

と
あ
り
、
万
寿
三
年
十
二
月
九
日
生
ま
れ　
の
章
子
内
親
王

　＊１０

　＊１１

の
戴
餅
に
源
経
頼
が
参
加
し
て
い
る
。
三
歳
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
五
十
年
ほ
ど
の
期
間
、
史
料
が
遺
ら
な
い
期
間
で
も
あ
り
、
戴
餅

が
見
え
な
い
が
、
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
の
事
と
し
て
、『
栄
花
物
語
』
に

「
中
宮
に
は
、
男
宮
・
女
宮
、
御
戴
餅
の
程
な
ど
、
い
み
じ
う
め
で
た
し
」
と
出

て
く
る　
。
中
宮
賢
子
と
白
河
天
皇
と
の
男
宮
敦
文
親
王
四
歳　
、
女
宮 

子
内

　＊１２

　＊１３

親
王
二
歳
で
あ
る
。
翌
年
、
承
暦
二
年
に
は
、「
年
か
は
り
て
御
戴
餅
の
折
も
、

こ
と
忌
せ
さ
せ
給
は
ず
、
い
み
じ
き
御
心
の
う
ち
な
り
」　

と
、
前
年
八
月
六
日

　＊１４

敦
文
親
王
が
亡
く
な
っ
た
為
に
不
吉
な
事
を
い
う
の
を
忌
み
憚
る
言
忌
も
し
な

い
で
、 

子
内
親
王
三
歳
の
戴
餅
が
行
わ
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
が
、
十
一
世
紀
の
院
政
期
以
前
の
戴
餅
で
あ
る
。
史
料
的
に
は
、
親
王
・

内
親
王
と
道
長
や
教
通
等
の
摂
関
家
の
子
女
の
み
し
か
残
存
し
て
い
な
い
。
こ

れ
か
ら
は
、
最
上
層
の
み
の
生
育
儀
礼
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
貴
族
層
に
広

く
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
史
料
的
に
最
上
層
し
か
残
ら
な
か
っ
た
の
か
、
両
方

の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。
私
見
で
は
、
む
し
ろ
最
上
層
に
十
世
紀
後
期
か

ら
十
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
じ
ま
っ
た
正
月
生
育
儀
礼
で
は
な
い
か
と
推
察

す
る
。
そ
の
論
拠
は
、
第
一
に
、
一
条
天
皇
の
勅
命
を
受
け
た
行
成
が
、
元
旦

早
朝
道
長
の
も
と
を
訪
れ
勅
命
を
伝
え
る
と
、「
戴
餅
の
事
を
申
さ
る
に
、
女
は

五
歳
、
男
は
□
歳
以
前
の
事
な
り
と
云
々
」　

と
道
長
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
点

　＊１５

で
あ
る
。
博
識
の
行
成
も
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

第
二
に
、
出
産
後
の
産
養
や
五
十
日
・
百
日
、
着
袴
、
元
服
・
着
裳
等
の
生
育

儀
礼
を
結
構
丁
寧
に
記
述
し
て
い
る
『
小
右
記
』『
権
記
』
等
の
記
録
類
に
、
戴

餅
は
出
て
こ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
実
際
に
挙
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が

推
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る　
。
も
っ
と
も
、
正
月
儀
礼
に
つ
い
て
貴
族
層
が
日

　＊１６

記
に
す
べ
て
を
記
し
た
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
最
上
層
貴
族
層
か
ら
始
ま
っ
た

と
の
推
察
は
仮
説
と
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
十
一
世
紀
初
頭
に

一
条
天
皇
が
、「
一
親
王
の
戴
餅
、
幼
少
時
の
例
の
事
な
り
。
奉
仕
す
べ
き
人
な

し
」
と
言
っ
た
事
か
ら
し
て
、
十
世
紀
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
定
で
き

る
の
で
あ
る
。

２　

院
政
期
の
戴
餅

　

十
一
世
紀
末
期
か
ら
の
院
政
期
に
な
る
と
、
戴
餅
の
史
料
は
結
構
多
く
な
る
。

主
と
し
て
十
二
世
紀
中
頃
ま
で
に
、
時
期
を
あ
る
程
度
限
定
し
て
検
討
し
て
み

る
が
、
詳
細
に
記
す
『
玉
葉
』
も
参
考
に
す
る
。

　

ま
ず
、
宗
仁
親
王
の
戴
餅
が
見
え
る
。
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
正
月
一
日

（
丙
子
）、
東
宮
の
東
面
戸
内
で
行
わ
れ
た
。
宗
仁
親
王
は
、
堀
河
天
皇
と
女
御

藤
原
苡
子
と
の
間
の
第
一
親
王
で
、
前
年
正
月
十
六
日
に
生
ま
れ
、
八
月
十
七

日
に
東
宮
に
立
て
ら
れ
て
お
り
、
二
歳
で
あ
る
。

三
位
（
内
御
乳
母
）
儲
皇
を
抱
き
奉
り
、
弁
乳
母
は
御
剣
を
取
り
、
兵
衛

佐
通
季
は
御
餅
を
持
参
す
〈
件
の
餅
は
、
近
江
燧
御
贄
を
用
い
ら
る
〉

（〈　

〉
は
割
註
二
行
）。
右
府
は
帯
剣
し
笏
を
指
し
勤
仕
す
。
そ
の
儀
例
の

ご
と
し
〈
仙
院
の
御
気
色
、
外
戚
た
る
に
よ
り
、
大
夫
奉
仕
す
べ
し
〉。　
　＊１７
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戴　　餅

当
時
、
東
宮
宗
仁
親
王
は
、
白
河
院
と
同
第
し
て
お
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い

る
。
二
日
（
丁
丑
）
と
三
日
（
戊
寅
）
の
三
か
日
行
わ
れ
て
い
る　
。
　＊１８

　

翌
長
治
二
年
正
月
一
日
（
庚
午
）
に
は
、
戴
餅
の
日
程
を
め
ぐ
り
議
論
さ
れ

て
い
る
。
摂
関
家
の
家
司
で
あ
る
為
隆
は
、
関
白
忠
実
の
使
い
と
な
り
、
堀
河

天
皇
に
伝
え
た
。

　
「
東
宮
御
戴
餅
、
去
年
は
元
、
二
、
三
日
三
箇
度
相
継
す
な
り
。
今
年
の
第
三

日
は
申
の
日
な
り
。
然
か
ら
ば
、
五
、
七
日
に
候
ず
べ
き
か
」。
こ
れ
に
対
し
、

天
皇
は
、「
先
例
に
依
る
べ
し
」　

と
答
え
て
い
る
。
申
の
日
に
は
戴
餅
儀
が
避

　＊１９

け
ら
れ
た
事
が
う
か
が
え
る
。
結
局
、
五
日
の
方
が
日
並
み
が
良
い
の
で
忠
実

が
五
日
の
案
を
出
す
と
、
最
終
的
に
は
白
河
院
の
意
向
で
決
定
さ
れ
て
い
る
。

一
日
（
庚
午
）、
二
日
（
辛
未
）、
五
日
（
甲
戌
）
の
三
日
間
、
三
歳
の
東
宮
の

戴
餅
が
行
わ
れ
て
い
る　
。
　＊２０

　

嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
に
は
、
一
日
（
甲
午
）、
三
日
（
丙
申
）、
七
日

（
庚
子
）
に
行
わ
れ
て
お
り
、
三
日
は
丙
申
の
日
で
あ
る　
。
必
ず
し
も
申
の
日

　＊２１

を
避
け
る
の
で
は
な
く
、
前
年
の
「
申
の
日
」
の
文
言
は
、
坎
日
な
の
で
避
け

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
忠
実
も
前
年
の
三
日
に
は
「
今
日
出
行
せ
ず
。

（
中
略
）
宰
相
中
将
忠
教
、
家
政
等
来
る
。
人
来
た
ら
ず
世
間
の
作
法
、
奇
怪
な

り
」　

と
、
自
分
は
出
か
け
る
こ
と
を
控
え
た
の
に
、
忠
教
と
家
政
が
や
っ
て
き

　＊２２

た
の
は
お
か
し
い
と
記
し
て
い
る
。

　

つ
い
で
、
嘉
承
二
年
に
は
、
三
日
（
庚
寅
）、
五
日
（
壬
辰
）、
七
日
（
甲
午
）

に
行
わ
れ
て
い
る
。
五
歳
で
あ
る
。
こ
の
年
、
七
月
十
九
日
、
堀
河
天
皇
が
二

十
九
歳
で
亡
く
な
る
と
、
東
宮
は
践
祚
し
、
鳥
羽
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
。
即

位
後
は
、
正
月
の
戴
餅
の
記
事
は
な
い
。

　

も
う
一
例
親
王
の
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
正
月

一
日
（
甲
辰
坎
日
）、
権
大
納
言
宗
忠
は
、
親
王
の
戴
餅
に
参
加
し
て
い
る
。

院
御
所
大
炊
御
門
萬
利
小
路
御
所
に
参
る
〈
院
御
方
は
小
寝
殿
と
云
々
。

宮
宮
御
所
は
西
対
の
女
院
御
方
な
り
〉、
関
白
殿
兼
ね
て
参
ら
し
め
給
う
。

寝
殿
の
南
庇
東
西
妻
戸
の
方
に
於
い
て
、
四
五
宮
御
戴
餅
を
奉
仕
せ
し
め

給
う
な
り
、
五
宮
は
去
年
秋
降
誕
給
う
な
り
。
今
日
坎
日
初
め
て
こ
の
事

有
り
、
頗
る
甘
心
さ
れ
ざ
る
な
り
。
但
し
、
先
例
あ
る
か
如
何
、
予
こ
の

事
を
聞
き
人
々
に
問
う
に
、
大
略
沙
汰
さ
れ
ざ
る
か　
。
　＊２３

宗
忠
は
、
鳥
羽
院
と
待
賢
門
院
の
住
む
御
所
に
行
き
、
寝
殿
で
行
わ
れ
た
二
人

の
親
王
の
戴
餅
に
参
加
し
て
い
る
。
四
宮
は
大
治
二
年
九
月
十
一
日
誕
生
の
四

歳
の
雅
仁
親
王
（
後
の
後
白
河
天
皇
）、
五
宮
は
大
治
四
年
閏
七
月
二
十
日
誕
生

の
本
仁
親
王
二
歳
で
あ
る
。
共
に
、
待
賢
門
院
所
生
の
親
王
で
あ
る　
。
坎
日

　＊２４

に
戴
餅
を
行
う
事
を
宗
忠
は
批
判
し
て
い
る
。
先
の
東
宮
戴
餅
や
忠
実
の
行
為

の
様
に
、
坎
日
の
作
法
が
定
着
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

次
に
、
摂
関
家
で
あ
る
。
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
正
月
七
日
（
戊
戌
）、
師

実
は
、
孫
忠
実
の
児
の
戴
餅
の
た
め
に
白
馬
節
会
を
早
退
し
た
記
事
が
、
忠
実

の
父
師
通
の
日
記
に
あ
る　
。
し
か
し
、
師
通
は
孫
の
戴
餅
に
列
席
し
て
い
る

　＊２５

様
子
は
な
い
。
前
年
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
よ
う
で
あ
る　
。
康
和
三
年（
一
一

　＊２６

〇
一
）
正
月
一
日
（
壬
戌
）
に
は
、「
威
徳
〈
イ
タ
ゝ
キ
モ
チ
ヰ
〉
了
り
て
参
院

す
」
と
あ
る　
。
威
徳
は
、
後
に
正
妻
北
政
所
と
な
る
源
師
子
が
生
ん
だ
男
子
で
、

　＊２７

五
歳
の
忠
通
で
あ
る　
。
以
前
の
忠
通
の
戴
餅
史
料
は
な
い
が
、
こ
の
時
も
祖

　＊２８

父
師
実
第
で
威
徳
の
戴
餅
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
だ
威
徳
や
師
子
と
同
居
以
前

の
よ
う
で
あ
る
。
一
日
の
記
事
し
か
な
い
。
翌
康
和
四
年
正
月
二
日
（
戊
午
）、

五
日
（
辛
酉
）、
十
日
（
丙
寅
）
に
威
徳
の
戴
餅
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
は

同
居
し
て
い
る
。
康
和
五
年
正
月
一
日
（
辛
巳
）、
二
日
（
壬
午
）、
三
日
（
己

未
）
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。
七
歳
で
あ
り
、
翌
日
か
ら
は
記
事
が
な
い　
。
　＊２９

　

頼
長
の
子
ど
も
た
ち
も
戴
餅
が
出
て
く
る
。
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
正
月

（
四
）
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三
日
（
丁
酉
）、
頼
長
は
高
陽
院
に
行
き
、
そ
こ
で
「
小
児
の
戴
餅
」
を
行
っ
て

い
る　
。
翌
康
治
二
年
正
月
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

　＊３０一
日
（
己
丑
）
高
陽
院
に
参
る
、
小
児
戴
餅
お
わ
り
ぬ
。

二
日
（
庚
寅
）
事
お
わ
り
て
高
陽
院
に
参
る
。

六
日
（
甲
午
）
高
陽
院
に
参
り
、
冠
を
着
し
戴
餅
。

九
日
（
丁
酉
）
菖
蒲
戴
餅
を
取
る
。
今
日
之
を
始
む
。
元
三
の
間
労
有
る

に
依
る
な
り
。

十
日
（
戊
戌
）
菖
蒲
戴
餅
。

十
一
日
（
己
亥
）
高
陽
院
に
参
り
、
菖
蒲
戴
餅
お
わ
り
ぬ　
。
　＊３１

菖
蒲
は
、
菖
蒲
麻
呂
と
も
あ
り
、
側
室
の
一
人
源
師
俊
女
が
生
ん
だ
、
の
ち
に

嫡
男
扱
い
を
受
け
る
六
歳
の
兼
長
で
、
こ
の
年
ま
で
頼
長
の
義
母
師
子
の
許
で

育
っ
て
い
た　
。
同
じ
く
高
陽
院
で
行
っ
た
「
小
児
」
は
、
同
母
で
保
延
七
年

　＊３２

（
一
一
四
一
）生
ま
れ
の
隆
長
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
康
治
元
年
の「
小
児
」

も
同
様
で
、
二
歳
の
時
始
め
て
お
こ
な
っ
た
の
で
記
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

康
治
三
年
正
月
に
は
、
興
味
深
い
記
事
が
見
え
る
。

一
日
（
癸
丑
）
今
丸
、
今
年
四
歳
な
り
、
よ
り
て
今
年
よ
り
戴
餅
せ
ず
。

こ
れ
庶
子
た
る
に
よ
り
、
之
を
略
す
な
り
。
菖
蒲
に
お
い

て
は
、
庶
た
る
と
雖
も
長
た
り
。
又
、
余
の
子
、
今
に
嫡

子
無
し
。
よ
り
て
、
嫡
子
の
礼
を
備
う
。
し
か
の
み
な
ら

ず
、
女
房
、
養
子
の
義
有
り
。
よ
り
て
、
七
歳
に
い
た
り

て
、
こ
の
事
有
り
。

四
日
（
丙
辰
）、
夜
に
入
り
、
高
陽
院
に
参
り
、
菖
蒲
戴
餅
お
わ
り
ぬ　
。
　＊３３

今
丸
は
、
隆
長
で
今
年
四
歳
。
菖
蒲
（
兼
長
）
は
女
房
す
な
わ
ち
正
妻
幸
子
の

子
ど
も
で
は
な
い
が
、
幸
子
に
は
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
菖
蒲
を
養

子
に
し
て
お
り
、
嫡
子
扱
い
を
し
て
い
る
、
と
あ
る
。
庶
子
は
三
歳
ま
で
、
嫡

子
は
七
歳
ま
で
、
と
い
う
年
齢
が
う
か
が
え
る
。
年
齢
に
関
し
て
は
後
に
詳
し

く
検
討
し
た
い
。

　

天
養
二
年
（
一
一
四
五
）
正
月
に
も
興
味
深
い
記
事
が
見
え
る
。

五
日
（
辛
亥
）
高
陽
院
に
お
い
て
予
、
摂
政
の
児
の
戴
餅
、
件
の
児
、
去

る
二
月
四
日
こ
の
院
に
迎
え
ら
る
。
本
、
そ
の
母
中
納
言

典
侍
宅
に
在
り
。
殿
下
愛
さ
ず
、
又
沙
汰
せ
ず
と
云
々
。

去
去
年
生
ま
る
る
所
な
り
。

六
日
（
壬
子
）、
高
陽
院
に
参
る
。
戴
餅
に
よ
る
な
り
。

七
日
（
癸
丑
）、
内
よ
り
高
陽
院
に
参
り
、
戴
餅
お
わ
り
ぬ
〈
束
帯
な
が
ら

な
り
〉。　
　＊３４

中
納
言
典
侍
が
生
ん
だ
摂
政
忠
通
の
男
子
は
、
十
六
歳
で
関
白
・
氏
長
者
に
な

り
、
二
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
基
実
で
あ
る
。
忠
通
は
、「
潔
癖
で
恬
淡
な
男
性

で
は
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
性
や
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
冷
淡

で
あ
っ
た　
。
忠
通
は
子
ど
も
の
面
倒
を
み
ず
、
頼
長
が
面
倒
を
み
て
い
た
よ

　＊３５

う
で
あ
る
。
翌
、
久
安
二
年
正
月
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
日
（
辛
未
）、
次
い
で
尼
御
前
御
方
に
参
り
、
余
の
児
並
び
に
摂
政
殿
児

の
戴
餅
〈
両
児
共
に
去
冬
に
降
誕
〉（
中
略
）
高
陽
院
に
参

り
、
摂
政
殿
児
〈
四
歳
〉
戴
餅
。

四
日
（
甲
戌
）、
高
陽
・
近
衛
殿
等
に
参
る
。
戴
餅
に
よ
る
な
り
。

五
日
（
乙
亥
）、
高
陽
院
に
参
り
、
戴
餅
お
わ
り
ぬ
。

新
た
に
生
ま
れ
た
忠
通
の
子
ど
も
は
、
中
納
言
典
侍
の
妹
源
国
信
女
所
生
の
基

房
で
あ
る
が
、
基
房
の
戴
餅
も
頼
長
が
面
倒
を
見
て
い
る
。
頼
長
の
子
ど
も
は
、

兼
長
等
と
同
母
の
男
子
僧
範
長
で
あ
る
。
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
正
月
に
も

同
様
な
記
事
が
あ
る
。

埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第４号

（
五
）

─ １８６ ─



戴　　餅

九
日
（
癸
酉
）、
殿
下
二
児
、
余
の
一
児
戴
餅
に
よ
り
、
土
御
門
大
納
言
之

に
奉
仕
す
。
殿
下
、
親
は
庶
子
に
戴
か
ざ
る
か
。

十
日
（
甲
戌
）、
公
重
朝
臣
の
子
男
児
来
る
。
余
、
之
の
為
に
戴
餅
す
〈
そ

の
母
故
大
外
記
師
遠
女
な
り
〉。　

忠
通
の
息
基
実
は
五
歳
、
基
房
は
三
歳
、
頼
長
の
息
三
歳
で
あ
る
。
翌
年
か
ら

は
、
戴
餅
の
記
事
は
な
い
。

　

さ
て
、
最
後
に
摂
関
家
以
外
の
貴
族
層
で
あ
る
。
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）

正
月
二
日
、
東
宮
宗
仁
親
王
の
戴
餅
な
ど
を
終
え
た
後
、
藤
原
為
隆
は
、「
姉
小

路
に
向
か
う〈
先
に
是
小
児
の
戴
餅
な
り
〉」と
姉
小
路
で
戴
餅
を
行
っ
て
い
る　
。
　＊３６

為
隆
は
三
十
六
歳
、
正
五
位
下
中
宮
権
大
進
で
あ
る
。
小
児
は
誰
か
不
明
で
あ

る
。
大
治
元
年
（
一
一
二
六
）
正
月
一
日
、
為
隆
は
、「
源
中
納
言
姫
君
戴
餅

す
」
と
記
し
て
い
る　
。
源
中
納
言
は
、
婿
源
顕
雅
で
あ
り
、
姫
君
と
は
孫
で
あ

　＊３７

ろ
う
。
同
年
正
月
四
日
（
庚
午
）
に
は
、「
雲
州
小
児
の
戴
餅
、
予
、
之
を
奉
仕

す
。
九
夜
養
産
ま
た
予
儲
け
る
所
な
り
」
と
あ
り
、
出
雲
守
で
あ
っ
た
息
子
憲

方
の
子
ど
も
で
、
昨
年
暮
れ
に
生
ま
れ
て
お
り
、
誕
生
後
九
日
で
も
二
歳
で

あ
っ
た
。
十
日
（
丙
子
）
に
も
、「
七
条
に
向
か
う
。
雲
州
の
小
児
戴
餅
な
り
」

　

と
あ
る
。

　＊３８
　

永
久
元
年
（
一
一
一
三
）
正
月
六
日
、
源
師
時
は
、「
こ
の
後
、
揚
梅
小
児
に

行
き
向
か
う
、
戴
餅
の
所
な
り
」　

と
記
し
て
い
る
。
師
時
は
三
十
七
歳
、
正
四

　＊３９

位
下
、
皇
后
宮
権
介
で
あ
る
。
公
卿
層
や
中
級
貴
族
層
で
も
、
男
女
子
と
も
戴

餅
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

以
上
、
親
王
・
内
親
王
、
摂
関
家
、
公
卿
層
や
中
下
級
貴
族
等
、
貴
族
層
で

は
戴
餅
が
年
中
行
事
的
生
育
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

さ
ら
に
、
十
一
世
紀
で
は
、
正
月
一
日
か
ら
三
日
間
に
行
わ
れ
、
も
し
坎
日
等

で
都
合
が
悪
い
場
合
、
延
期
し
て
他
の
日
に
行
う
の
で
は
な
く
、
中
止
し
た
だ

け
で
あ
っ
た
が
、
院
政
期
に
な
る
と
、
坎
日
等
で
戴
餅
を
避
け
る
場
合
、
一
日

か
ら
十
日
頃
ま
で
の
日
並
み
の
良
い
日
を
え
ら
び
、
行
っ
た
事
が
う
か
が
え
よ

う
。
坎
日
と
は
、『
袋
草
紙
』
に

　
　
　
　

坎
日
を
知
る
歌

　
　

か
む
に
ち
は
辰
に
は
じ
め
て
十
に
十
、
一
つ
た
ら
ぬ
は
五
月
九
月　
　＊４０

と
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
貴
族
層
に
と
っ
て
は
覚
え
て
お
か

ね
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
日
の
よ
う
で
あ
る
。
陰
陽
道
で
凶
日
と
す
る
日
で
、
外
出

や
行
事
な
ど
を
見
合
わ
せ
る
慎
む
べ
き
日
で
あ
る
。
坎
日
を
避
け
て
、
し
か
も

三
日
間
に
行
う
と
の
慣
例
の
定
着
は
、
戴
餅
が
貴
族
層
に
と
っ
て
重
要
な
年
中

行
事
的
生
育
儀
礼
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章　

戴
餅
儀

１　

年
齢

　

戴
餅
は
何
歳
か
ら
何
歳
ま
で
行
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
開
始
は
誕
生
の

翌
年
、
す
な
わ
ち
二
歳
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
長

保
四
年
正
月
に
は
、
敦
康
親
王
四
歳
と 

子
内
親
王
二
歳
、
寛
弘
六
年
に
は
二

歳
の
敦
成
親
王
、
翌
七
年
正
月
に
は
敦
成
親
王
三
歳
と
敦
良
親
王
二
歳
の
戴
餅

が
行
わ
れ
て
い
た
。
東
宮
宗
仁
親
王
の
場
合
も
二
歳
か
ら
で
あ
っ
た
。
男
女
と

も
、
誕
生
の
翌
年
の
正
月
か
ら
行
わ
れ
た
事
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
久
安

二
年
に
は
、
頼
長
が
昨
年
生
ま
れ
た
摂
政
忠
通
と
自
分
の
子
ど
も
の
戴
餅
を

行
っ
て
お
り
、
頼
長
の
子
は
庶
子
で
あ
る
。
嫡
子
・
庶
子
、
男
女
と
も
に
二
歳

か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

で
は
、
何
歳
ま
で
行
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
初
見
史
料
と
し
て
提
示
し
た
『
権

記
』
に
は
、
道
長
の
言
と
し
て
「
女
は
五
歳
、
男
は
□
歳
以
前
の
事
な
り
」
と

あ
っ
た
。
女
子
が
五
歳
ま
で
で
あ
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
長
保
四
年
（
一
〇
〇

（
六
）
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二
）
正
月
一
日
の
行
っ
た
一
条
天
皇
の
子
ど
も
た
ち
の
内
、
修
子
内
親
王
六
歳

は
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。『
権
記
』
の
記
事
は
、
当
時
、

三
人
の
皇
子
皇
女
た
ち
の
内
、
修
子
内
親
王
の
戴
餅
を
行
う
か
ど
う
か
を
め
ぐ

り
、
道
長
の
言
を
書
き
留
め
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
中
村
氏
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、『
玉
葉
』
に
は
、「
姫
君
今
年
よ
り
〈
六
歳
〉
餅
を
戴
か
ず
」　

と
あ

　＊４１

り
十
二
世
紀
末
に
も
確
認
で
き
る
。

　

で
は
、
男
子
は
何
歳
ま
で
で
あ
ろ
う
か
。
中
村
義
雄
氏
は
『
殿
暦
』
に
威
徳

（
忠
通
）
の
戴
餅
が
七
歳
ま
で
で
終
わ
っ
て
い
る
事
か
ら
、
七
歳
ま
で
と
さ
れ
て

い
る　
。
安
元
三
年（
一
一
七
七
）正
月
一
日
に
は
、「
姫
君
戴
餅〈
今
年
よ
り
、
又

　＊４２

歯
固
を
供
す
る
所
な
り
〉」　
と
あ
り
、
女
子
の
最
終
の
五
歳
で
は
、
戴
餅
と
歯
固

　＊４３

が
両
方
行
わ
れ
て
い
る
。
男
子
の
場
合
も
同
様
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
う
一
つ
年
齢
で
興
味
深
い
の
は
、
東
宮
宗
仁
親
王
の
戴
餅
で
あ
る
。
宗
仁

親
王
の
戴
餅
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
生
ま
れ
た
翌
年
の
二
歳
か
ら
五
歳
ま
で
は

毎
年
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
五
歳
の
時
、
父
堀
河
天

皇
が
亡
く
な
り
、
鳥
羽
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
と
、
翌
年
の
六
歳
に
は
戴
餅
が

行
わ
れ
て
い
な
い
。
幼
少
で
即
位
し
て
も
、
天
皇
と
い
う
身
位
に
就
任
す
る
と

「
大
人
」と
し
て
処
遇
さ
れ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
戴
餅
の
意
義
と
も
関
わ
っ

て
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
前
述
し
た
『
台
記
』
康
治
三
年
の
「
今
丸
、
今
年
四
歳
な
り
、
よ

り
て
今
年
よ
り
戴
餅
せ
ず
。
こ
れ
庶
子
た
る
に
よ
り
之
を
略
す
な
り
」
と
あ
っ

た
よ
う
に
、
嫡
子
と
庶
子
で
戴
餅
の
年
齢
が
相
違
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か

に
、
嫡
男
扱
い
さ
れ
た
兼
長
に
は
、
七
歳
で
戴
餅
が
行
わ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ

う
、
僧
範
長
は
三
歳
ま
で
し
か
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
忠
通
の
第
一
子
基
実

は
、
前
述
の
よ
う
に
父
が
沙
汰
し
な
い
の
で
頼
長
が
面
倒
を
見
て
戴
餅
を
行
っ

て
い
る
が
、
三
歳
、
四
歳
、
五
歳
ま
で
の
史
料
が
あ
る
が
、
第
二
子
基
房
は
三

歳
ま
で
の
史
料
し
か
な
い
の
も
、
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る　
。
　＊４４

　

ま
た
、
大
治
五
年
正
月
に
は
、
鳥
羽
天
皇
の
第
四
皇
子
雅
仁
親
王
四
歳
、
第

五
皇
子
本
仁
親
王
（
後
の
覚
性
法
親
王
）
二
歳
の
戴
餅
が
行
わ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
天
治
二
年
（
一
一
二
五
）
五
月
二
十
五
日
生
ま
れ
の
第
三
皇
子
君
仁

親
王
六
歳
、
天
治
元
年
（
一
一
二
四
）
生
ま
れ
の
第
二
皇
子
通
仁
親
王
七
歳
の

戴
餅
と
、
大
治
元
年
（
一
一
二
六
）
生
ま
れ
の
第
二
皇
女
恂
子
内
親
王
五
歳
の

戴
餅
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
恂
子
内
親
王
（
後
の
上
西
門
院
）
は
大
治
二
年
四

月
六
日
、
二
歳
で
賀
茂
斎
王
に
卜
定
さ
れ
て
お
り　
、
御
所
に
は
い
な
か
っ
た
た

　＊４５

め
で
あ
る
。
第
二
皇
子
通
仁
親
王
は
目
が
見
え
ず
、
身
体
も
不
自
由
で
、
大
治

四
年
閏
七
月
十
日
亡
く
な
っ
て
い
た　
。
第
三
皇
子
君
仁
親
王
は
、
な
え
の
君

　＊４６

と
呼
ば
れ
た
肢
体
不
自
由
児
で
あ
っ
た
か
ら　
、
同
居
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

　＊４７

あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
親
王
で
も
庶
子
扱
い
で
三
歳
ま
で
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
女
子
は
五
歳
ま
で
、
男
子
の
場
合
、
嫡
子
は
七
歳
ま
で
、

庶
子
は
三
歳
ま
で
の
慣
例
だ
っ
た
事
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

２　

儀
礼
空
間

　

戴
餅
の
儀
式
次
第
が
よ
く
分
か
る
の
は
、
中
村
義
雄
氏
も
引
用
す
る
康
和
四

年
正
月
二
日
、
忠
実
が
威
徳
に
行
っ
た
『
殿
暦
』
の
記
事
で
あ
る
。

今
日
、
威
徳
の
戴
餅
な
り
。
余
憚
る
に
よ
り
、
内
府
を
以
て
、
之
を
戴
く
。

そ
の
儀
、
寝
殿
の
辰
巳
の
角
の
間
を
用
う
。
西
の
障
子
の
際
に
高
麗
端
の

畳
を
敷
き
、
そ
の
上
に
茵
を
敷
く
。
東
の
戸
の
際
に
同
じ
く
畳
を
敷
く
。

午
の
剋
ば
か
り
に
内
府
来
る
。
寝
殿
の
辰
巳
の
角
の
東
面
の
戸
の
前
に
居

ら
る
。
民
部
卿
・
右
大
弁
そ
の
座
に
有
り
。
次
に
頭
中
将
家
政
を
以
て
、

彼
の
内
府
に
案
内
を
示
す
。
そ
の
間
、
女
房
〈
ひ
め
う
し
〉
餅
を
以
て
侍
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戴　　餅

う
〈
餅
六
枚
、
蒔
絵
の
蓋
に
盛
り
、
橘
三
、
大
根
三
を
加
う
〉。
内
侍
剣
を

以
て
侍
う〈
内
侍
ハ
余
の
め
の
と
ナ
リ
〉。
内
府
な
ら
び
に
頭
中
将
簾
の
内

に
入
る
。
彼
〈
ひ
め
う
し
〉
餅
を
以
て
内
府
に
授
く
。
家
政
威
徳
を
抱
き
、

内
府
之
に
戴
く
。
其
の
儀
常
の
ご
と
し
。
戴
き
お
わ
り
て
後
、
余
密
々
に

対
面
す
。
内
府
出
づ
る
間
、
引
出
物
〈
馬
一
疋
鹿
毛
〉、
口
取
〈
左
衛
門
大

夫
式
賢
、
馬
允
久
俊
〉、
内
府
の
前
駈
実
房
之
を
取
る
。
其
の
間
に
随
身
に

腰
挿
〈
六
丈
絹
〉、
下
家
司
之
を
指
す　
。
　＊４８

忠
実
が
憚
る
所
が
あ
る
と
記
す
の
は
、
前
年
の
康
和
三
年
二
月
十
三
日
、
祖
父

師
実
が
死
去
し
、
服
喪
期
間
中
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
内
府
で
あ

る
源
雅
実
に
戴
き
人
を
依
頼
し
て
い
る
。
内
大
臣
源
雅
実
は
、
威
徳
の
母
源
師

子
の
兄
で
あ
る
。
他
に
そ
の
座
に
い
た
の
は
、
民
部
卿
俊
明
と
右
大
弁
宗
忠
、

威
徳
を
抱
い
て
い
た
家
政
で
あ
る
。
源
俊
明
は
忠
実
の
実
母
の
叔
父
で
あ
り
、

母
方
従
兄
弟
で
あ
る
藤
原
宗
忠
と
と
も
に
一
家
親
族
と
し
て
交
流
が
あ
っ
た　
。
　＊４９

　

ま
ず
、
戴
餅
の
場
所
で
あ
る
が
、
威
徳
の
場
合
は
父
と
同
居
す
る
寝
殿
の
辰

巳
の
角
に
東
面
し
て
戴
き
人
が
座
っ
て
い
る
。
前
述
の
道
長
女
嬉
子
の
場
合
は
、

居
住
す
る
京
極
殿
で
行
っ
て
い
た　
。
ま
た
、
敦
成
親
王
や
敦
良
親
王
の
場
合
、

　＊５０

「
ま
う
の
ぼ
ら
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、
母
中
宮
彰
子
の
藤
壺
か
ら
、
父
一
条
天
皇

の
生
活
空
間
で
あ
る
清
涼
殿
に
「
昇
り
」、「
二
間
の
東
の
戸
に
む
か
ひ
て
」
と

東
面
し
て
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た　
。
宗
仁
親
王
の
戴
餅
は
、「
寝
殿
の

　＊５１

東
西
昼
御
座
方
に
お
い
て
そ
の
儀
あ
り
」
と
、
同
居
し
て
い
た
祖
父
白
河
院
の

寝
殿
で
行
わ
れ
て
い
る　
。
翌
年
に
は
、「
東
宮
昼
御
座
に
出
御
し
、
大
夫
抱
き

　＊５２

奉
り
、
東
向
妻
と
下
に
出
御
す
〈
東
戸
前
が
例
な
り
〉」
と
あ
り
、
東
戸
前
で
行

わ
れ
て
い
る　
。
大
治
五
年
正
月
の
鳥
羽
院
四
宮
・
五
宮
の
戴
餅
は
、
母
待
賢
門

　＊５３

院
と
宮
達
が
い
る
西
対
で
は
な
く
、
父
白
河
院
の
い
る
寝
殿
で
行
わ
れ
て
い
る
。

一
条
天
皇
の
親
王
た
ち
と
同
様
に
父
の
空
間
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

頼
長
の
子
息
は
、
養
育
さ
れ
て
い
た
高
陽
殿
や
近
衛
殿
に
父
親
が
出
向
き

行
っ
て
い
た　
。
戴
餅
儀
の
儀
礼
空
間
と
し
て
は
、
基
本
的
に
は
父
の
空
間
で
、

　＊５４

場
合
に
よ
っ
て
は
よ
り
権
威
あ
る
祖
父
等
の
邸
宅
空
間
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
よ
う
。

３　

主
催
者
と
参
列
者

　

さ
き
の
威
徳
の
戴
餅
で
は
、
家
政
が
抱
き
、
雅
実
が
戴
い
て
い
る
。
父
忠
実

が
服
喪
中
な
の
で
、
一
家
の
最
高
官
位
者
で
あ
る
内
大
臣
雅
実
に
依
頼
し
た
こ

と
が
う
か
が
え
た
が
、
あ
く
ま
で
も
主
催
者
は
父
忠
実
だ
っ
た
事
は
、
忠
実
が

雅
実
や
随
身
に
引
出
物
を
贈
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
長
保
三
年
十
二

月
二
十
九
日
に
、
一
条
天
皇
が
故
皇
后
定
子
所
生
の
敦
康
親
王
と 

子
内
親
王

の
戴
餅
を
そ
れ
ぞ
れ
の
家
司
に
命
じ
た
の
も
、
父
一
条
天
皇
が
主
催
者
だ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
長
治
元
年
正
月
一
日
の
東
宮
宗
仁
親
王
の
戴
餅
で
は
、「〈
仙

院
御
気
色
、
外
戚
た
る
に
依
り
大
夫
奉
仕
さ
る
べ
し
〉」　

と
あ
っ
た
。
白
河
院

　＊５５

の
意
向
に
よ
り
、
東
宮
の
母
苡
子
の
兄
弟
で
、
東
宮
の
大
夫
で
あ
る
公
実
が
奉

仕
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
翌
年
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
日
程
を
決
定
す

る
際
、
摂
政
忠
実
か
ら
白
河
院
に
伝
え
ら
れ
、
白
河
院
の
承
諾
の
も
と
挙
行
さ

れ
て
い
る　
。
当
時
東
宮
は
白
河
院
と
同
居
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
も
あ
り
、
院

　＊５６

が
主
催
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
東
宮
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
公
的
な

儀
式
で
あ
る
。
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
正
月
一
日
に
は
、「
東
宮
内
の
御
方
に

昇
ら
し
め
給
う
、
御
戴
餅
の
事
あ
り
。
主
上
御
直
衣
を
着
し
、
自
ら
件
の
事
あ

り
」　

と
、
東
宮
は
内
裏
の
弘
徽
殿
に
住
ん
で
い
た
の
で
、
父
堀
河
天
皇
の
も
と

　＊５７

に
昇
り
、
天
皇
が
餅
を
戴
か
せ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
父
天
皇
主
催
の
よ
う

で
あ
る
。

　

永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
正
月
七
日
、
忠
実
の
子
の
戴
餅
の
た
め
に
父
師
通

（
八
）
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で
は
な
く
祖
父
師
実
が
行
っ
て
い
る
の
は
、
忠
実
が
祖
父
師
実
の
も
と
で
育
っ

た
た
め
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
曾
祖
父
が
主
催
者
に
な
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
威

徳
の
場
合
は
、
祖
父
師
実
や
父
師
通
が
亡
く
な
っ
て
い
た
事
も
あ
り
、
父
忠
実

が
主
催
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
忠
通
の
子
ど
も
た
ち
の
戴
餅
を
頼

長
が
行
っ
た
の
は
、
父
忠
通
が
子
ど
も
た
ち
の
面
倒
を
見
な
か
っ
た
た
め
で

あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戴
餅
の
主
催
者
は
、
権
威
有
る
祖
父
等
が
生
存
し
て
お
り
、

同
居
し
て
い
た
り
親
し
か
っ
た
場
合
、
主
催
者
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
戴
餅

儀
に
参
加
し
た
の
は
、
一
条
天
皇
の
第
一
皇
子
敦
康
親
王
と 

子
内
親
王
の
奉

仕
者
が
家
司
だ
っ
た
よ
う
に
、
ま
ず
は
具
体
的
に
は
家
司
や
仕
え
る
女
房
た
ち

の
参
加
が
あ
っ
た
こ
と
は
殊
更
の
べ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
威
徳
の
戴
餅
で
は
、

民
部
卿
源
俊
明
や
右
大
弁
藤
原
宗
忠
、
叔
父
家
政
な
ど
の
親
族
が
参
加
し
て
い

た
。
東
宮
宗
仁
親
王
の
戴
餅
で
は
、「（
殿
下
は
）
諸
卿
を
引
き
い
、
院
に
参
ら

れ
、
東
宮
方
に
お
い
て
戴
餅
の
事
あ
り
」
と
あ
り
、
外
戚
の
み
な
ら
ず
、
諸
卿

も
参
加
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る　
。
た
だ
し
、
他
の
生
育
儀
礼
等
と
比
較
し
て
、

　＊５８

さ
ほ
ど
大
々
的
に
親
族
や
関
係
者
が
集
ま
っ
て
行
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

　

参
加
者
で
特
筆
さ
れ
る
の
は
、「
大
宮
は
、
の
ぼ
ら
せ
た
ま
は
ず
」　

、
と
記

　＊５９

す
寛
弘
七
年
正
月
一
日
か
ら
三
日
ま
で
の
敦
成
親
王
と
敦
良
親
王
の
戴
餅
で
あ

る
。
藤
壺
に
住
ん
で
い
る
母
中
宮
彰
子
は
、
清
涼
殿
に
赴
い
て
儀
式
に
参
加
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
正
月
、
道
長
と

倫
子
の
四
女
嬉
子
の
戴
餅
を
記
す
『
栄
花
物
語
』
に
は
、「
殿
の
上
は
、
か
う
君

達
あ
ま
た
出
で
給
へ
れ
ど
、
た
だ
今
の
御
有
様
二
十
ば
か
り
に
見
え
さ
せ
給

ふ
」
と
、
元
旦
の
賑
わ
し
い
道
長
邸
で
の
行
事
に
、
倫
子
も
側
に
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
が
寝
殿
で
同
居
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
大
治
五
年
正
月
の

鳥
羽
院
と
待
賢
門
院
と
の
四
宮
五
宮
の
戴
餅
も
、
待
賢
門
院
と
子
ど
も
た
ち
の

住
む
西
対
で
は
な
く
、
鳥
羽
院
の
寝
殿
で
あ
り
、
待
賢
門
院
が
列
席
し
た
様
子

は
な
い
。
内
裏
内
で
行
わ
れ
る
皇
子
皇
女
の
戴
餅
に
際
し
て
は
、
父
天
皇
が
主

と
し
て
行
う
行
事
だ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

４　

戴
き
人

　

次
に
、
幼
児
の
頭
に
餅
を
戴
く
人
の
検
討
で
あ
る
。
第
一
章
で
も
取
り
上
げ

た
が
、
一
条
天
皇
の
皇
子
敦
成
親
王
と
敦
良
親
王
の
戴
餅
で
は
、
頼
通
が
抱
い

て
清
涼
殿
に
の
ぼ
り
、
餅
は
道
長
が
手
渡
し
、
父
天
皇
が
二
人
の
皇
子
の
頭
に

戴
い
て
い
た
。
道
長
は
、
娘
嬉
子
の
戴
餅
を
行
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
先
述
の

康
和
四
年
正
月
に
は
、
威
徳
の
頭
に
餅
を
戴
い
た
の
は
、
妻
の
兄
、
威
徳
の
母

方
伯
父
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
は
忠
実
が
服
喪
中
だ
っ
た
事
は
す
で
に
述
べ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
少
し
後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
正
月
一

日
、
摂
政
基
房
嫡
男
師
家
の
戴
餅
の
戴
き
人
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

康
和
法
性
寺
殿
御
戴
き
の
時
、
内
大
臣
〈
雅
実
〉
参
仕
さ
る
。
彼
の
例
を

以
て
大
臣
を
請
わ
る
な
り　
。
　＊６０

基
房
は
、
忠
通
の
戴
餅
儀
を
賀
例
と
考
え
、
右
大
臣
兼
実
に
戴
き
人
の
要
請
を

し
て
い
る
。
儀
式
が
終
わ
っ
た
後
、
兼
実
は
馬
一
疋
を
引
出
物
と
し
て
も
ら
っ

て
い
る
の
も
、
康
和
四
年
の
例
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
基
房
は

服
喪
中
で
は
な
か
っ
た
。
百
年
近
く
の
間
に
、
理
由
が
忘
れ
ら
れ
、
む
し
ろ
賀

例
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

　

東
宮
や
親
王
の
場
合
、
内
裏
で
父
天
皇
と
同
居
し
て
い
な
い
時
に
は
、
摂
関

等
が
戴
く
よ
う
で
あ
る
。
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
正
月
一
日
、
東
宮
宗
仁
親

王
の
儀
式
で
は
、「
弁
乳
母
御
剣
を
取
り
、
兵
衛
佐
通
季
御
餅
を
持
参
し
、
右
府

帯
剣
し
笏
を
指
し
、
勤
仕
」　

と
あ
り
、
右
大
臣
忠
実
が
戴
い
て
い
る
。
翌
年
も

　＊６１

同
じ
く
忠
実
が
戴
い
て
い
る
が
、
翌
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
正
月
に
は
、「
主
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戴　　餅

上
、
戴
き
奉
り
給
う
」　

と
東
宮
が
内
裏
に
い
た
ゆ
え
に
、
父
堀
河
天
皇
が
戴
い

　＊６２

て
い
る
。

　

基
本
的
に
は
父
親
が
行
う
が
、
喪
中
や
不
同
居
の
場
合
な
ど
、
親
族
で
官
位

の
高
い
者
や
摂
関
が
戴
く
よ
う
で
あ
る
。

５
餅
と
祝
詞

　

康
和
四
年
の
威
徳
に
戴
か
せ
た
の
は
、「
餅
六
枚
を
蒔
絵
の
蓋
に
盛
り
、
橘
三
、

大
根
三
」　

と
記
さ
れ
て
い
た
。
十
二
世
紀
の
末
に
は
、
よ
り
詳
細
な
記
述
が
多

　＊６３

く
な
る
。
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
正
月
、
関
白
基
房
の
嫡
男
師
家
の
戴
餅
儀

に
は
、「
件
の
餅
、
手
箱
蓋
に
入
れ
、
檀
紙
を
敷
き
、
橘
並
び
に
歯
固
在
り
。
薄

様
を
以
て
之
を
つ
つ
む
。
餅
は
三
枚
」　

と
あ
る
。
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
正

　＊６４

月
一
日
、
姫
宮
の
戴
餅
に
は
、

小
衣
筥
蓋
に
、
薄
様
を
敷
き
、
餅
三
を
置
く
。
近
江
国
火
切
餅
な
り
。
是

定
例
な
り
。

主
上
餅
を
取
り
、
三
度
之
を
戴
く
〈
祝
言
有
り
。
余
ひ
そ
か
に
之
を
唱
う
〉。

次
に
橘
〈
一
枚
三
実
な
り
〉
干
鮎
三
、
大
根
三
、
之
を
取
り
長
押
上
に
置

く
こ
と
、
例
の
ご
と
き
な
り
。
事
了
り
て
姫
宮
還
御
す　
。
　＊６５

と
記
さ
れ
る
。
姫
宮
は
、
前
年
建
久
六
年
八
月
十
三
日
、
兼
実
の
娘
で
後
鳥
羽

天
皇
の
中
宮
任
子
が
産
ん
だ
昇
子
内
親
王
で
あ
り
、
二
歳
で
あ
る　
。「
長
治
例
、

　＊６６

二
歳
御
時
は
三
枚
、
三
歳
御
時
は
五
枚
と
云
々
」　

と
あ
る
か
ら
、
年
齢
に
よ
っ

　＊６７

て
枚
数
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
康
和
四
年
の
威
徳
は
六
歳
で
六
枚
、
承
安
三

年
の
師
家
は
二
歳
で
三
枚
で
あ
り
、
建
久
七
年
の
昇
子
内
親
王
は
二
歳
で
三
枚

で
あ
る
。
年
齢
に
正
比
例
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
年
齢
が
上
が
る
に
し

た
が
っ
て
戴
く
餅
の
数
が
多
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
長
治
の
例
」
と
は
、

東
宮
宗
仁
親
王
の
事
例
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
枚
数
は
不
明
で
あ
る
。

　

餅
は
、
近
江
国
火
切
餅
を
使
用
す
る
と
あ
る
が
、
長
治
元
年
正
月
の
東
宮
宗

仁
親
王
の
戴
餅
で
も
「
件
の
餅
は
近
江
国
の
燧
御
贄
な
り
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、

近
江
国
の
燧
、
あ
る
い
は
火
切
り
餅
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
な

ぜ
近
江
国
の
餅
な
の
か
、
紙
数
の
都
合
も
あ
り
後
考
を
ま
ち
た
い
。

　

戴
餅
儀
で
は
、
抱
か
れ
た
少
児
の
頭
に
戴
き
人
が
三
度
戴
く
際
、
呪
言
を
述

べ
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
に
は
、「
君
達
の
御
戴
餅
な
ど
、
聞
き
に
く
き
ま
で

祝
ひ
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
戴
餅
儀
成
立
の
時
か
ら
呪
言

が
あ
っ
た
こ
と
を
す
で
に
中
村
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
文
言
で
あ
る
が
、
信
西
の
子
俊
憲
の
長
男
基
明
の
戴
餅
で
、
信
西
が「
才

学
は
祖
父
の
ご
と
く
、
文
章
は
父
の
ご
と
か
れ
」
と
言
っ
た
事　
や
、
承
元
四
年

　＊６８

（
一
二
一
〇
）
正
月
一
日
に
は
「
祝
詞
、
官
位
た
か
か
れ
、
命
か
た
か
れ
」
と

言
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る　
。
た
だ
し
、
女
子
も
行
う
の
で
あ
り
、
女
子

　＊６９

の
場
合
は
当
然
な
が
ら
官
位
で
は
な
か
ろ
う
。
誕
生
直
後
の
新
生
児
に
、
邪
気

の
払
え
と
長
寿
を
祈
年
し
て
行
う
廻
粥
の
際
の
祝
言
で
は
、
女
児
に
は
「
女
御

后
に
な
り
た
ま
う
姫
君
が
お
わ
す
」、
男
児
に
は
「
命
長
く
官
位
高
く
、
大
臣
公

卿
に
成
り
給
う
若
君
が
お
わ
す
」
と
違
っ
て
い
た　
。
残
念
な
が
ら
、
戴
餅
の
際
、

　＊７０

女
児
に
言
う
祝
詞
は
不
明
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
承
安
三
年
正
月
の
師
家
戴
餅

で
戴
き
人
に
な
っ
た
兼
実
は
、「
俗
に
祝
詞
有
る
か
。
言
い
出
す
べ
か
ら
ず
。

又
、
総
じ
て
覚
悟
せ
ず
」
と
あ
り
、
祝
詞
を
唱
え
て
お
ら
ず
、
何
と
言
え
ば
よ

い
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
と
記
し
て
い
る
。
当
日
兼
実
は
、「
乙
童
戴
餅
の
事

あ
り
、
恒
の
ご
と
し
」
と
あ
り
、
自
分
の
子
ど
も
の
戴
餅
も
行
っ
て
い
る
。「
俗

に
」
と
あ
る
か
ら
、
兼
実
自
身
は
言
っ
て
い
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
っ
と

も
二
十
数
年
後
の
建
久
七
年
、
兼
実
の
娘
任
子
所
生
の
昇
子
内
親
王
の
戴
餅
で

は
、
天
皇
が
戴
い
て
い
る
際
、
兼
実
は
、「
祝
言
あ
り
、
余
ひ
そ
か
に
之
を
唱

う
」　

と
あ
り
、
天
皇
と
は
別
に
自
身
の
孫
娘
の
前
途
を
祝
っ
て
、
小
声
で
祝
の

　＊７１
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文
言
を
口
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
祝
詞
の
中
身
は
、
必
ず

し
も
確
定
し
て
お
ら
ず
、
時
に
応
じ
て
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る　
。
　＊７２

　

承
元
三
年
正
月
、
兼
実
は
、
餅
を
戴
か
せ
た
後
、「
橘
並
び
に
歯
固
等
各
三
を

取
り
、
東
面
の
妻
戸
上
の
長
押
の
上
に
置
く
、
是
は
定
事
な
り
」
と
あ
り
、
橘

や
歯
固
の
物
な
ど
を
長
押
の
上
に
置
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
残
念
な
が
ら
、

そ
れ
以
前
は
橘
や
他
の
物
を
ど
の
様
に
処
置
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
も

今
後
の
課
題
に
し
て
お
き
た
い
。

　

も
う
一
つ
、
戴
餅
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
興
味
深
い
点
に
注
目
し
て
お
き
た

い
。
戴
餅
を
受
け
る
少
児
が
儀
式
の
会
場
に
抱
か
れ
て
来
る
際
、
剣
を
持
つ
人

が
従
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
寛
弘
六
年
正
月
三
日
、
道
長
が
抱
く
敦
成
親
王
の
後

を
、「
宰
相
の
君
の
、
御
佩
刀
と
り
て
」
従
っ
て
い
た
。
宰
相
の
君
は
藤
原
道
綱

女
豊
子
で
、
敦
成
親
王
の
乳
母
で
あ
る
。
康
和
四
年
の
威
徳
の
戴
餅
で
は
、「
内

侍
剣
を
以
て
侍
る
〈
内
侍
ハ
余
の
め
の
と
ナ
リ
〉」　

と
あ
り
、
忠
実
の
乳
母
が

　＊７３

威
徳
の
剣
を
以
て
従
っ
て
い
た
。
長
治
元
年
の
宗
仁
親
王
の
場
合
は
、「
三
位

〈
内
の
御
乳
母
〉、
儲
皇
を
抱
き
奉
り
、
弁
乳
母
御
剣
を
取
り
」
と
あ
り
、
堀
河

天
皇
乳
母
藤
原
光
子
が
抱
き
、
そ
の
娘
弁
乳
母
実
子
が
剣
を
取
っ
て
従
っ
て
い

た
。
女
子
の
場
合
は
、
建
久
七
年
の
昇
子
内
親
王
の
戴
餅
で
は
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

姫
宮
件
の
所
に
渡
し
御
わ
す
。
女
房
三
人
相
従
う
。
一
人〈
中
宮
御
匣
殿
〉

御
剣
を
持
つ
〈
人
形
、
散
米
等
を
加
え
入
れ
、
衣
筥
蓋
に
入
る
な
り
〉。
一

人
〈
大
納
言
局
、
実
皇
の
御
女
〉
御
餅
を
持
つ
〈
小
衣
筥
蓋
に
薄
様
を
敷

き
、
餅
三
を
置
く
。
近
江
国
火
切
餅
な
り
。
是
れ
定
例
な
り
。
右
衛
門
佐

宗
方
に
、
是
を
調
進
せ
し
む
〉。
一
人
〈
民
部
卿
の
局
、
御
乳
母
宗
頼
卿
の

室
〉
抱
き
奉
る　
。
　＊７４

親
王
た
ち
と
同
様
に
御
剣
を
持
っ
た
女
房
が
従
っ
て
い
る
。
御
剣
が
の
せ
ら
れ

た
筥
蓋
に
は
人
形
や
散
米
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
。
他
の
場
合
は
剣
の
入
れ
物

の
形
状
は
不
明
で
あ
る
が
、
剣
が
男
女
児
の
守
り
刀
と
成
っ
て
い
た
事
が
う
か

が
え
る
。
誕
生
後
に
父
か
ら
賜
与
さ
れ
る
剣
は
、
父
に
よ
る
子
ど
も
の
公
的
認

知
で
は
な
い
か
と
、
か
つ
て
推
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が　
、
戴
餅
に
も
重
要
な

　＊７５

役
割
を
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
人
形
や
散
米
と
一
緒
に
入
れ
て
い
る

事
は
、
邪
気
を
払
う
意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　

十
世
紀
頃
か
ら
始
ま
っ
た
戴
餅
は
、
二
歳
の
小
児
か
ら
始
め
、
男
児
は
、
嫡

子
は
七
歳
、
庶
子
は
三
歳
ま
で
、
女
児
は
五
歳
ま
で
行
わ
れ
る
正
月
儀
礼
で
あ

り
、
一
家
の
権
威
有
る
父
親
や
祖
父
が
、
幼
児
の
頭
に
餅
を
戴
き
、
橘
・
大
根
・

鮎
な
ど
の
歯
固
の
物
を
長
押
の
上
に
置
く
行
事
だ
っ
た
。
少
し
だ
け
残
る
祝
詞

か
ら
み
て
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
と
長
寿
、
さ
ら
に
父
や
祖
父
よ
り
少
し

で
も
高
い
地
位
に
昇
る
事
、
す
な
わ
ち
社
会
的
に
出
世
す
る
こ
と
を
願
う
正
月

生
育
儀
礼
だ
っ
た
こ
と
は
う
か
が
え
よ
う
。

　

戴
餅
の
年
齢
を
過
ぎ
る
と
、
次
は
大
人
と
同
じ
歯
固
を
行
う
。
歯
固
は
、
歯

（
齢
）
を
固
め
る
意
か
ら
、
長
寿
を
願
う
年
中
行
事
と
さ
れ
て
い
る
。
歯
固
に
は
、

大
根
・
押
鮎
・
煮
塩
等
が
用
意
さ
れ
て
い
る
が
、
餅
は
な
い
。
逆
に
、
歯
固
の

後
に
行
わ
れ
る
鏡
餅
を
見
る
儀
が
あ
る
。
年
齢
に
対
応
し
た
餅
を
頭
に
頂
か
せ
、

橘
や
大
根
・
鮎
な
ど
を
東
南
の
長
押
の
上
に
置
く
戴
餅
と
、
歯
固
・
餅
鏡
の
関

係
と
年
齢
等
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
が
、
戴
餅
の
も
う
少
し
詳
細
な
検
討
や

意
義
も
含
め
、
紙
数
も
尽
き
た
の
で
今
後
の
検
討
に
委
ね
た
い
。　
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戴　　餅

注　　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
佐
日
記　

蜻
蛉
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級
日
記
』
岩
波

＊１
書
店
、
一
九
八
九
年
、
以
下
同
。

　
　

註
１
。

＊２
　
　

中
村
義
雄
『
王
朝
の
風
俗
と
文
学
』
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
。
他
に
、
山
中
裕
『
平
安

＊３
朝
の
年
中
行
事
』
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
、
山
中
裕
・
鈴
木
一
雄
編
『
平
安
時
代
の
儀
礼

と
歳
事
』
至
文
堂
、
一
九
九
四
年
な
ど
が
あ
る
。

　
　
『
権
記
』
長
保
三
年
閏
十
二
月
二
十
九
日
条
（『
権
記
』
史
料
纂
集
、
続
群
書
類
従
完
成

＊４
会
、
一
九
八
七
年
、
以
下
同
）。

　
　
『
権
記
』
長
保
三
年
二
月
二
十
八
日
条
、
山
中
裕
「
敦
康
親
王
」（
同
著
『
平
安
人
物
志
』

＊５
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
）、
黒
板
伸
夫
『
藤
原
行
成
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

四
年
）、
倉
本
一
宏
『
一
条
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
参
照
。

　
　
『
権
記
』
長
保
四
年
正
月
一
日
条
。

＊６
　
　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
栄
花
物
語
』
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
、
以
下
同
。

＊７
　
　
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
正
月
五
日
条
。

＊８
　
　

註
１
。

＊９
　
　
『
左
経
記
』
長
元
元
年
正
月
一
日
条
。

＊１０
　
　
『
大
日
本
史
料
』
第
二
編
之
二
十
三
、
万
寿
三
年
十
二
月
九
日
条
。

＊１１
　
　

註
７
、
巻
第
三
十
九
布
引
の
滝
。

＊１２
　
　

敦
文
親
王
の
誕
生
は
、
承
保
元
年
十
二
月
二
十
六
日
（『
中
右
記
』
等
）、 

子
内
親
王

＊１３
の
誕
生
は
、
承
保
三
年
四
月
六
日
（『
女
院
記
』）
で
あ
る
。

　
　

註
７
、
巻
第
三
十
九
布
引
の
滝
。

＊１４
　
　

註
６
。

＊１５
　
　

産
養
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
王
朝
社
会
の
出
産
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
橋
本
紀
子
・
逸
見

＊１６
勝
亮
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
教
育
の
歴
史
』
川
島
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
着
袴
・
着
裳
に

つ
い
て
は
、
拙
著
『
平
安
王
朝
の
子
ど
も
た
ち
ー
王
権
と
家
・
童
』（
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
四
年
）、
元
服
に
つ
い
て
は
拙
著
『
家
成
立
史
の
研
究
ー
祖
先
祭
祀
・
女
・
子
ど
も
』

（
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

　
　
『
為
房
卿
記
』
長
治
元
年
正
月
一
日
条
。

＊１７
　
　
『
大
日
本
史
料
』
第
三
編
之
七
、
長
治
元
年
正
月
一
日
条
。

＊１８
　
　
『
永
昌
記
』
長
治
二
年
正
月
一
日
条
。

＊１９
　
　

註　

。

＊２０

１８

　
　
『
大
日
本
史
料
』
第
三
編
之
九
、
嘉
承
二
年
正
月
条
。

＊２１
　
　
『
殿
暦
』
長
治
二
年
正
月
三
日
条
。

＊２２
　
　
『
中
右
記
』
大
治
五
年
正
月
一
日
条
。

＊２３
　
　

待
賢
門
院
や
そ
の
皇
子
皇
女
等
に
つ
い
て
は
、
角
田
文
衛
『
椒
庭
秘
抄
ー
待
賢
門
院
璋

＊２４
子
の
生
涯
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
）
参
照
。

　
　
『
後
二
条
師
通
記
』
永
長
元
年
正
月
七
日
条
。

＊２５
　
　
『
為
房
卿
記
』
嘉
保
二
年
七
月
七
日
条
。
最
初
の
妻
任
子
が
出
産
す
る
。
男
子
だ
っ
た

＊２６
が
夭
折
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
『
殿
暦
』
康
和
三
年
正
月
一
日
条
。

＊２７
　
　

北
政
所
師
子
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
平
安
朝
の
家
と
女
性
』
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
。

＊２８
　
　

以
上
は
『
殿
暦
』
当
該
条
。

＊２９
　
　
『
台
記
』
康
治
元
年
正
月
三
日
条
。

＊３０
　
　
『
台
記
』
康
治
二
年
正
月
各
日
条
。

＊３１
　
　

橋
本
義
彦
『
藤
原
頼
長
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
。

＊３２
　
　
『
台
記
』
康
治
三
年
正
月
各
日
条
。

＊３３
　
　
『
台
記
』
天
養
二
年
正
月
各
日
条
。

＊３４
　
　

角
田
文
衛
「
法
性
寺
関
白
忠
通
」（
同
著
『
王
朝
史
の
軌
跡
』
學
燈
社
、
一
九
八
三
年
）。

＊３５
　
　
『
永
昌
記
』
長
治
二
年
正
月
二
日
条
。

＊３６
　
　
『
永
昌
記
』
大
治
元
年
正
月
一
日
条
。

＊３７
　
　
『
永
昌
記
』
大
治
元
年
正
月
四
日
、
十
日
条
。

＊３８
　
　
『
長
秋
記
』
永
久
元
年
正
月
六
日
条
。

＊３９
　
　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
袋
草
紙
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
参
照
。

＊４０
　
　
『
玉
葉
』
治
承
二
年
正
月
一
日
条
。

＊４１
　
　

中
村
義
雄
前
掲
書
、
一
一
四
頁
。

＊４２
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『
玉
葉
』
安
元
三
年
正
月
一
日
条
。

＊４３
　
　
『
台
記
』
に
は
、
基
実
は
、
天
養
二
年
三
歳
、
久
安
二
年
四
歳
、
久
安
三
年
五
歳
の
史

＊４４
料
が
あ
る
が
、
基
房
は
久
安
二
年
二
歳
、
久
安
三
年
三
歳
の
史
料
し
か
な
い
。
久
安
四
年

の
『
台
記
』
に
は
、
戴
餅
の
記
事
は
な
い
。

　
　
『
中
右
記
』
大
治
二
年
四
月
六
日
条
。

＊４５
　
　
『
永
昌
記
』『
中
右
記
』
大
治
四
年
閏
七
月
十
日
、
十
一
日
条
。

＊４６
　
　
『
今
鏡
』
第
六
志
賀
の
み
そ
ぎ
。

＊４７
　
　
『
殿
暦
』
康
和
四
年
正
月
二
日
条
。

＊４８
　
　

俊
明
や
宗
忠
に
つ
い
て
は
、
戸
田
芳
実
『
中
右
記
』（
そ
し
え
て
、
一
九
七
九
年
）、
忠

＊４９
実
に
つ
い
て
は
、
元
木
泰
雄
『
藤
原
忠
実
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

　
　
『
栄
花
物
語
』
巻
八
は
つ
は
な

＊５０
　
　
『
紫
式
部
日
記
』。

＊５１
　
　
『
中
右
記
』
長
治
元
年
正
月
元
旦
条
。

＊５２
　
　
『
永
昌
記
』
長
治
二
年
正
月
二
日
条
。

＊５３
　
　

前
掲
『
台
記
』
各
日
条
。

＊５４
　
　
『
為
房
卿
記
』
長
治
元
年
正
月
一
日
条
。

＊５５
　
　
『
永
昌
記
』
長
治
二
年
正
月
一
日
、
二
日
条
。

＊５６
　
　
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
正
月
一
日
条
。

＊５７
　
　
『
中
右
記
』
長
治
元
年
正
月
二
日
条
。
最
も
、
諸
卿
を
率
い
院
に
行
っ
た
だ
け
で
、
東

＊５８
宮
の
戴
餅
は
摂
政
や
東
宮
の
宮
司
た
ち
だ
け
だ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

　
　
『
紫
式
部
日
記
』。

＊５９
　
　
『
玉
葉
』
承
安
三
年
正
月
一
日
条
。

＊６０
　
　
『
為
房
卿
記
』
長
治
元
年
正
月
一
日
条
。

＊６１
　
　
『
殿
暦
』
嘉
承
元
年
正
月
一
日
条
。

＊６２
　
　
『
殿
暦
』
康
和
四
年
正
月
二
日
条
。

＊６３
　
　
『
玉
葉
』
承
安
三
年
正
月
一
日
条

＊６４
　
　
『
玉
葉
』
建
久
七
年
正
月
一
日
条
。

＊６５
　
　
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
、
建
久
六
年
八
月
十
三
日
条
。

＊６６

　
　
『
玉
蘂
』
承
久
二
年
正
月
二
日
条
。

＊６７
　
　
『
古
事
談
』。

＊６８
　
　

中
村
義
雄
前
掲
書
。

＊６９
　
　

中
村
義
雄
前
掲
書
。
拙
著
『
平
安
朝　

女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
』
吉
川
弘
文
館
、
一

＊７０
九
九
八
年
。

　
　
『
玉
葉
』
建
久
七
年
正
月
一
日
条
。

＊７１
　
　
『
玉
葉
』
承
安
三
年
正
月
一
日
条
。

＊７２
　
　
『
殿
暦
』
康
和
四
年
正
月
一
日
条
。

＊７３
　
　
『
玉
葉
』
建
久
七
年
正
月
一
日
条
。

＊７４
　
　

拙
稿
「
王
朝
社
会
の
出
産
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
橋
本
紀
子
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
教
育
の

＊７５
歴
史
』
川
島
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）。
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FUKUTO, Sanae

　平安時代の中頃から、正月の初旬に三日間、幼児の頭に餅を戴かせる年中行事的生育儀

礼がはじまる。二歳から女子は五歳まで、男子は嫡子七歳、庶子三歳まで行われる。まず

は親王内親王や摂関家の子ども達からはじまり、十二世紀には貴族層まで浸透していく

戴餅の儀式を検討する。


